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民泊問題についての記者会見で

宿泊業界の考えを示す

実態が先行しながらも、ル ールづくりが追いつかずト

ラブルが目立つ「民泊」に関しては、現在、多方面で議

論が活発化し、違法状態の民泊の法整備に関し、関係省

庁で調整が行なわれているが、全旅連は 1月25日、新聞

やテレビなど大手メディア各社が出席するなか、全旅連

会議室で記者会見を行った。会見には北原会長はじめ、

佐藤1 三郎会長代行、清津正人専務理事、また、日本旅

館協会の佐藤英之専務理事が出席した。

冒頭、佐藤会長代行が、民泊についての全体的な概要

と会見の趣旨について説明し、「民泊サ ー ビスについて

は衛生や治安、課税、また既存の法律である旅館業法、

建築基準法、消防法、旅行業法など多面的な視点、から議

論されるべき問題であり、このことで宿泊業界がどのよ

うに考えているかを国民に伝えてほししリ と述べた。

北原会長は「民泊サ ー ビスは、現在の日本の法の下で

は、その多くが違法状態にあり、早急に取り締まるべき

である」と語り、現行の法律に基づき営業許可を取り、

既存の宿泊施設に対して宿泊サ ー ビスの競争環境のイ

コ ールフッティング（平等化）を図るべきだと強調した。

業界が強く主張したい事項については「利用者の安全 ・

安心を第 一義として考える場合、衛生管理や災害時の

避難誘導などが確保されることが必要となるが、民泊の

場合、管理者が常駐していないため、犯罪やテロの拠点

として利用されかねなしリ、「生活文化の遠いから近隣住

民とのトラブルが起こりかねなL E」、「住宅専用地域での

営業となると、これまで閑静な住宅地の環境が損なわれ

るほか、建物の資産価値への影響も憂慮、される」、「国家

戦 Ill各特区での取り組みでは徹底した検証を実施してほ

しい」、「宿泊施設の不足問題は、既存の宿泊施設を活用

すれば解決できる地域も多くあるJなどを挙げた。

また、1月23日付で一部新聞が「民泊、2段階で解禁へ」

と報じていることについて触れ、「そこには、厚生労働省

と観光庁が進める『民泊サ ー ビスJのあり方に関する検

討会（北原会長は業界代表として構成員を務めている）

が議論したことのない事柄や、またタイムスケジュ ール

まで踏み込んだという内容まで記載されているが、これ

らは確認されている確定的な情報ではなく、このような

報道には強い憤りを感じている」と述べた。

北原会長は最後に「われわれは新しい事業形態をする

ことによって、お客さまを取られるからやってもらって

は困るというような狭い考え方で述べているのではな

い。むしろ、 ホ ームステイ型の民泊に対しては新しい需

要があるわけだからその事業者がしっかりとル ー ルに

のっとった形で営業を行い、われわれと同じ土俵の上で

競争することに対しては全く異論はない。現在、無法で

行っている民泊事業者には今のル ールをしっかりと守っ

てもらい、また、政府も取り締まりをしっかりと行って

もらいたp」と述べ、宿泊業界の考えを明確に示した。
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